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|章料w－]|資料Ⅳ－1アス､ﾐｽﾄ訴訟への対応について
○アスベスト(石綿)にばく露した労働者が石綿肺､肺がん､中皮腫等の健康被害を被ったのは、
しなかったためとして､国家賠償請求訴訟を提起。
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係属訴訟数等
(H30'12月末時点）
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石綿工場の禿識働看iさその遺族 建設業の元労働者･その潰族

係属中:127訴訟(原告総数605名､請求総額約58億円）
和解実績:188訴訟
（原告総数704名､国責任額及び遅延損害金約57億円）

薔騨肺蝿綱蓮等'聯萢医学的知見の集

15訴訟(原告総数873名､請求総額約270億円）
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。防じんマスクの着用義務付け

・有害性の警告表示義務付け
･石綿の製造等の禁止

・集じん機付き電動工具の使用義務付け
．－人親方等に対する責任等

'全国鰯裁劉跡蛎属鳶喫睦堂告受理鞠迩崩

た期間：回

S33.5.26～46428】

･石綿粉じん濃度の基準設定【違法なし】
･防じんマスクの着用義務付け【違法なし】 等

国の規制
権限の不
行使
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｡同様の状況にあった石綿工場の元労働者等について

も､訴訟を提起してもらい､最高裁判決に沿って､訴訟
上の和解を行っている。

｡和解手続の周知

(医療機関等でのポスターの掲示,個別周知の実施）

"工場労働者型訴訟とは事実関係･争点力嘆なり､
裁判所の判断が分かれていることから､裁判過程
を通じて､国の責任の有無を明らかにしていく方針
で臨んできているところ。

対応
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[資料Ⅳ三三1資料Ⅳ－2工場型アスベスト訴訟実績推移
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H26年度※ H27年度 H28年度 H29年度 H30年度

※H31.1月支払済まで

※H26年度の支払いは､大阪泉南訴訟(第1陣､第2陣)の判決分。
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石綿(アスベスト)工場
の元労働者やその遺族の方々のうち
一定の要件を満たす方に

賠償金をお支払いします
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平成26年10月の大阪泉南アスベスト訴訟最高裁
判決により、国の損害賠償責任が認められました。

この賠償金の請求方法についてのご案内です。

国を提訴し、訴訟の中で以下の要件を満たすことが確認され、和解
が成立した場合には、賠償金をお支払いします。

（1）昭和SS年5月26日から昭和46年4月2S日までの間に、

局所排気装置を設置すべき石綿工場(※)内において、
石綿粉じんにばく露する作業に従事したこと。
※石綿紡織工場､石綿含有建材・製品の製造工場など（石綿工場以外の従業員であっ
た場合でも要件を満たす場合がありますd詳しくは弁護士などにご相談ください｡）

i ー

二｝ （2）その結果、石綿による一定の健康被害（※）を被ったこと。
※石綿肺、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚など

(S)提訴の時期が損害賠償請求権の期間内（※）であること。
※期間内であるかについては、弁護士などにご相談ください。

※石綿による健康被害により労災保険を受給している（過去に受給した）方
や石綿によるじん肺管理区分決定（管理2以上）を受けた方のすべてが和解
の対象になるとは限りません。

賠償金の支払いを受けるためには､訴訟の中で上記Q1の要件を満たすこ

とが確認され、和解が成立する必要がありますも

詳しくは、裏面の法テラスや弁護士会（裏面参照）などにご相談ください。
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③厚生労働省.都道府県労働局.労働基準監督署
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|Q2賠菖 っているのでゴ詞
勤務していた石綿工場が既になくなっていても、Q1 (表面）の要件を
満たすことが確認されれば、賠償金をお支払いします。 ､

Q2・石綿工場は既になくなっているのです
賠償金はもらえますか？
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QS．石綿による病気のため労災保険や石綿
被害救済法による給付を受けていますが
償金はもらえますか？ Ｌ
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労災保険や石綿健康被害救済法による給付とは別に、賠償金をお支払い I｜
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国を提訴していただき、Q1 (表面）の和解要件を満たすことが確認さ
れ、和解が成立すれば賠償金をお支払いします。
石綿工場の元労働者ご本人が既に亡くなっている場合には、遺族（相続
人）の方にお支払いします。

和解により国がお支払いする賠償金の額は、疾患の種類や病状によって
異なります。
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IQaもっと詳しい内容を知りたいのですが？
詳細については法テラスや弁護士会などにご相談ください。
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(最寄りの法テラスや弁護士会は下記のホームページからご覧いただけます。） ，
■ケ ■ 守宅

一！

1
お問合せ先

１
１’ ’

ホームページ

雷 話

http:"www｡houterasu.oKip/ ｜

05フO－O78374

(平日9:00～21:00土曜日9:00～17:00）
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ホームページ http://www.nichibenren｡oKip/
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③厚生労働省｡都道府県労働局.労働基準監督署
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,Q4．賠償金はいつ頃にいくらもらえますか？
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の判決結果
が規制権限蚕這切に行使しなかった

｡

資料Ⅳ－4○建設業に従事していた元労働著雇示
からであるとして､国に対し､健康被害又
○全国で15訴訟が係属中。これまで、全国で15訴訟が係属中｡これまで､

ば死亡による損害賠償を請求。

地裁で1勝6敗､高裁で4敗｡横浜1陣､東京1陣､京都1陣､大阪1陣は上告受理申立てを行った。
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京都1陣 I 福岡1陣 札幌1陣
地裁判決 地裁判決
邸敗豚.双方上豚） （国一部敗所.双方上解）
庇26年11月7日） （平成29年2月14日）

51名 33名

36名 29名
侭4,0O0万円 ’ 約1偲7.600万円 ’

地裁判決 地裁判決

(国一部敗所.双方上解）
（平成29年2月14日）

36名 29名

約1侭7.600万円

…
高我判決

(国一部敗所｡双方上跡）
〈平成29年10月27日）

藏裁判決

(国一部敗脈.双方上所）

（平成30年3月14日）

満裁判決
(四一偏飲解｡双方上所）

（平成30割月31日）

高裁判決

(四一部敗豚.奴方上購）

（平成30年9月20日）

主な争点
(画一邸敗豚.双方上豚）
（平戚26年11月7日）

地裁判決

(囚一郎敗陦.奴方上所）
（平成四年10月劉日〉

原告数 89名

44名
約2IgS.270万円

354名

327名

約22鯵8,148万円

27名

27名

約1"8､900万円

33名

二61名

… 31名

約2E1.800万円 約1Ig4.000万円

37名

約2Ig6,000万円墜璽-－1
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③集じん機付き電動
工具の義務付け

違法なし 違法なし 違法なし 違法なし 違法なし 違法なし

■
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｐ
ｈ
‐
■
１
１
■
■
日
日
Ⅱ
Ⅱ
Ｉ
■
■
■
０
０
１
Ⅱ
０

４
■
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
■
１
１
日
１
１
１

｜
’ ’

－

④製造等禁止 違法なし 違法なし
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違法なし 違法なし 違法なし

一人浬方縛(罪労鮎者)に
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①~④に関する
国の責任範囲
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材メーカーの責任
（敗訴メーカー数） ’ 蕪礎蜘璽爵1

い▼ー可己一

舎

璽灘嘱欄醗鐘測鱒鋤 箕任なし 溌任なし 責任なし
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上告受理申立中 ，
最嵩裁に係属中 ’

■ 群

後の予定等
‐＝

東京高裁に係属中
上告受理申立中 上告受理申立中 福岡高裁に係属中 札幌高裁に係属中

基率法に関匠で厩 全ての高裁及び地蕊判決にこおいて｢違法なし]と判断されて凧蔑 －


